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洞 爺 湖 町 議 会 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

平成２９年３月９日（木曜日） 午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 議案第５９号 平成２９年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算 

      議案第６０号 平成２９年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算 

      議案第６１号 平成２９年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計予算 

      議案第６２号 平成２９年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算 

      議案第６３号 平成２９年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計予算 

      議案第６４号 平成２９年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算 

      議案第６５号 平成２９年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第２まで議事日程に同じ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議員（１３名） 

  １番   岡  崎     訓  君    ２番   越 前 谷  邦  夫  君 

  ３番   五 十 嵐  篤  雄  君    ４番   髙  臣  陽  太  君 

  ５番   千  葉     薫  君    ６番   立  野  広  志  君 

  ７番   小  松     晃  君    ８番   沼  田  松  夫  君 

  ９番   板  垣  正  人  君   １１番   篠  原     功  君 

 １２番   大  西     智  君   １３番   下  道  英  明  君 

 １４番   佐 々 木  良  一  君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席議員（１名） 

 １０番   七  戸  輝  彦  君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 真  屋  敏  春  君 

 

副 町 長 

 

森     寿  浩  君 
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総務部長

兼 

総務課長 

伊  藤  里  志  君 

 

経済部長 

 

澤  登  勝  義  君 

洞爺総合

支所長 
大  西  康  典  君 

企画防災

課 長 
鈴  木  清  隆  君 

税務財政

課 長 
佐  藤  久  志  君 住民課長 山  本     隆  君 

健康福祉

課 長 
皆  見     亨  君 

観光振興

課 長 

兼洞爺湖

温泉支所長 

佐 々 木  清  志  君 

産業振興

課 長 
佐  藤  孝  之  君 建設課長 八 反 田     稔  君 

環境課長 若  木     渉  君 
上下水道

課 長 
篠  原  哲  也  君 

ｼﾞｵﾊﾟｰｸ

推進課長 
武  川  正  人  君 庶務課長 山  崎  貞  博  君 

農業振興

課 長 
杉  上  繁  雄  君 

会計管理

者兼会計

課 長 

田  仲  喜 美 江  君 

農業委員会 

事務局長 
片  岸  昭  弘  君 教 育 長 遠  藤  秀  男  君 

代 表 

監査委員 
宮  崎  秀  雄  君   

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した者の職氏名 

事務局長 毛  利  敏  夫 

庶務係長

兼 議 事 

係 長 

平  間  義  陸 

庶 務 係 阿  部  は る か   
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開議の宣言 

○議長（佐々木良一君） 皆さん、おはようございます。 

  現在の出席議員は13名であります。七戸議員から欠席の届け出が出ております。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎会議録署名議員の指名について 

○議長（佐々木良一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、13番、下道議員、１番、岡崎議員

を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第59号から議案第65号までの一括説明 

○議長（佐々木良一君） 日程第２、議案第59号平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算から

議案第65号平成29年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算までを一括して議題といたします。 

  提案理由の説明を一括して求めます。 

  森副町長。 

○副町長（森 寿浩君） それでは、29年度の各会計の議案につきまして一括してご提案をさ

せていただきます。 

  まず、議案書の70ページでございます。 

  議案第59号でございます。平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計予算でございます。 

  平成29年度虻田郡洞爺湖町一般会計の予算は、次に定めるところによるものでございま

す。 

  第１条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ68億5,919万円と定めるものでございます。 

  第２条は債務負担行為でございます。地方自治法第214条の規定により、債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第２表債務負担行為によるものでござい

ます。 

  第３条は地方債でございます。地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができ

る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表地方債による

ものでございます。 

  第４条は一時借入金でございます。地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入

金の借り入れの最高額は10億円と定めるものでございます。 

  原書の77ページをお開きになります。 

  77ページ、第２表の債務負担行為についてでございます。平成29年度漁業近代化資金の融

資に伴う利子補給でございまして、期間は平成29年度から平成36年度、限度額は13万5,000

円ということでございます。 
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  なお、13表地方債については、事項別明細書説明のときにご説明をさせていただきます。 

  続いて、78ページでございます。 

  議案第60号平成29年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計予算についてございます。 

  平成29年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによるもの

でございます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ16億3,486万6,000円と定めるものでございます。 

  第２条は一時借入金でございます。地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入

金の借り入れの最高額は４億円と定めるものでございます。 

  続いて、83ページでございます。 

  議案第61号平成29年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計予算についてでございま

す。 

  平成29年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによるも

のでございます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億6,572万8,000円と定めるものでございます。 

  第２条は地方債でございます。地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができ

る地方債の記載の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地方債による

ものでございます。 

  第３条は一時借入金でございます。地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入

金の借り入れの最高額は３億円と定めるものでございます。 

  なお、第２表の地方債については、事項別明細の説明の中でご説明をさせていただきま

す。 

  次、87ページでございます。 

  議案第62号平成29年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算でございます。 

  平成29年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによるものでござ

います。 

  第１条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億7,357万1,000円と定めるものでございます。 

  続いて、90ページでございます。 

  議案第63号平成29年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計予算についてでございます。 

  平成29年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによるもの

でございます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、それぞれ１億679万3,000円と定めるものでございます。 

  第２条は地方債でございます。地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができ

る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地方債による

ものでございます。 

  第３条は一時借入金でございます。地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入

金の借り入れの最高額は１億円と定めるものでございます。 
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  なお、第２表の地方債については、事項別明細の中でご説明をさせていただきます。 

  続いて、94ページでございます。 

  議案第64号平成29年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計予算でございます。 

  平成29年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによるも

のでございます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億5,970万6,000円と定めるものでご

ざいます。 

  次に、97ページでございます。 

  議案第65号平成29年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計予算についででございます。 

  第１条、総則で平成29年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

るものでございます。 

  第２条でございます。業務の予定量でございますが、給水戸数は3,870戸、年間総給水量

は97万立方メートル、一日平均給水量は2,657立方メートルと定めるものでございます。ま

た、主要な建設改良事業として、排水管移設事業の810万円を予定しております。 

  第３条は、収益的収入及び支出の予定額を定めております。収入及び支出をそれぞれ３億

8,920万1,000円としております。 

  第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めております。資本的収入では2,080万円と

しております。資本的支出については7,199万7,000円としております。 

  なお、資本的収入が資本的支出に対して不足する5,119万7,000円は、過年度分損益勘定留

保資金で補填をするものでございます。 

  98ページージでございますが、第５条は企業債でございます。起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法を定めております。内容につきましては、事項別明細の中でご

説明をさせていただきます。 

  第６条は、一時借入金の限度額を5,000万円と定めております。 

  第７条は、議会の議決を得なければ流用することができない経費を定めております。職員

給与費で2,387万9,000でございます。 

  第８条は、棚卸資産の購入限度額を定めております。限度額を793万9,000円としておりま

す。 

  次に、平成29年度の各会計予算の概要でございますが、配付してございます予算書附属説

明資料に基づいてご説明をさせていただきます。 

  予算附属説明資料の１ページでございます。 

  各会計予算総括表でございます。一般会計、特別会計、企業会計を含めた全会計予算総額

は109億6,105万2,000円でございまして、前年度比5.2％の減となっております。 

  なお、予算内容につきましては、事項別明細による説明とさせていただきますので、概要

について申し上げます。 

  まず一般会計でございますが、予算総額の6.3％の減少につきましては、前年と比較しま
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して、月浦運動公園整備事業、子育て支援住宅整備、定住促進住宅建設事業、生ごみ堆肥化

施設、花美館改修事業等の終了によることが主な減となってございます。 

  ２ページの一般会計歳入款項別集計書の中で、前年度と比較しまして、比較的大きなもの

についてご説明をさせていただきます。 

  １款の町税でございますが、町民税を中心に増額を見込んでおりまして、対前年度比

3,810万円の増と見込んでおります。 

  それから、飛びますが、10款地方交付税につきましては、合併算定替措置の終了に伴いま

して減額を見込んでおります。前年度比4,000万円の減としております。 

  12款分担金及び負担金につきまして、保育所保育料の軽減措置などにより、前年度比

1,074万6,000円の減とております。 

  14款国庫支出金につきましては、主にバレイショ貯蔵施設等整備補助事業に伴う強い農業

づくり交付金の増などにより、前年度比２億2,666万4,000円の増となっております。 

  15款道支出金につきましては、虻田漁港大磯分区のホタテ計量施設補助等の減などから、

前年度比１億2,970万2,000円の減としております。 

  17款寄附金につきましては、ふるさと納税寄附金、北海道トライアスロン大会開催に伴う

寄附金等の増を見込んでおりまして、前年度比で1,480万円の増としております。 

  18款繰入金でございますが、みんなの基金2,390万円、公共施設整備基金9,500万円、財政

調整基金7,000万円の取り崩しを計上し、前年度比6,723万2,000円の減となっております。 

  20款諸収入でございますが、月浦運動公園整備に対するスポーツ振興くじ助成金などの減

から、前年度比9,044万1,000円の減となっているところでございます。 

  21款町債でございますが、海岸通整備事業、月浦運動公園整備事業、定住促進住宅整備事

業などの減により、前年度比で３億9,970万円の減となっております。 

  ３ページにつきましては、歳出予算の款別・性質別集計表でございます。 

  義務的経費のうち、区分後の扶助費、９の公債費は、それぞれ前年度比で1,043万2,000円

の減と１億2,677万7,000円の減となっておりますが、１の人件費については、前年度比

1,164万7,000円増となっております。４の補助費等、５の特別会計の繰出金も増加をしてい

るということでございます。 

  また、普通建設事業については、前年度比４億3,288万8,000円の減となっております。 

  ５ページ以降については、平成29年度の主な事務事業の内容を掲載しておりますので、お

目通しをいただきたいと思いますが、その中の主要な事業、新規の事業をポイントでご説明

をさせていただきます。 

  ７ページなりますが、民生費でございます。中学生以下の医療費の無料化で1,308万7,000

円、それから、私立幼稚園利用者負担金減額事業として289万6,000円、子育て支援対策事業

として621万5,000円を計上しております。それから、衛生費でございますが、水道事業会計

補助金として6,500万円の増でございます。これについては、月浦の浄水場ろ過膜更新事業

の補助でございます。 
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  それから、９ページに飛びますが、農林水産業費でございます。多面的機能支払事業補助

で2,189万4,000円、伏見橋、ニナルカ橋の整備に関係しまして2,127万3,000円、漁港の作業

場解体事業補助として1,080万円、それから、10ページになりますが、大磯分区道営事業負

担金875万円の計上でございます。 

  それから、10ページの商工費でございますが、地方消費喚起事業として950万円、11ペー

ジになりますが、北海道トライアスロン大会事業として780万円、文化センターの屋根改修

で3,015万4,000円、それから、火山科学館シアタープロジェクター更新で618万4,000円、噴

水広場休憩スペース整備、これはベンチの上に日よけをつくるという工事になりますが、

490万4,000円でございます。 

  それから、12ページ、洞爺高校メモリアル公園整備事業の実施設計費として682万6,000円

を計上しております。同じく12ページの土木費でございます。国道37号歩道照明灯の改修と

して1,570万円の計上でございます。それから、除雪機械更新として4,116万4,000円の計上

でございます。 

  13ページでございますが、消防費、被災者支援システムの導入として425万6,000円。 

  14ページの教育費に移ります。ＩＣＴ教育の環境整備ということで615万6,000円、洞爺湖

町人づくり育成事業として120万円、15ページ、高砂貝塚保存整備事業で6,272万4,000円で

ございます。 

  18ページ以降は、特別会計の集計表がございますけれども、説明は省略させていただきま

して、それぞれの会計について、総額の前年度増減の主な要因のみ説明をさせていただきま

す。 

  今の資料の18ページから順に記載をされておりますけれども、18ページの国民健康保険特

別会計については、前年度比2,743万2,000円の減となっております。減の主な要因について

は、被保険者数減に伴う保険給付費の減を見込んだのが主な要因でございます。 

  次の19ページ、公共下水道事業特別会計でございます。 

  前年度比で１億3,952万5,000円の予算減となっておりますが、終末処理場設備工事等の

減、それから、公債費支出が減少したことが主な要因となってございます。 

  続いて、20ページでございます。 

  介護保険特別会計でございまして、前年度比530万円の予算増となっております。介護保

険法改正に伴う介護予防生活支援サービス等の増、それから、地域生活支援センターの強化

を目的とした専門職の増などが主な要因でございます。 

  続いて、21ページでございます。 

  簡易水道事業特別会計でございまして、前年度比1,071万1,000円の予算増となっておりま

す。配水管移設工事による増額が主な要因となっております。 

  続いて22ページ、後期高齢者医療特別会計でございます。前年度比380万6,000円の予算増

については、被保険者数の増加に伴い広域連合納付金が増額となったのが主な要因でござい

ます。 
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  24ページになります。 

  水道事業会計でございます。収益的収入及び支出で前年度比6,500万3,000円の予算につき

ましては、月浦浄水場ろ過膜装置修繕の増に伴う修繕費の増が主な要因でございます。 

  それから、資本的収入及び支出でございます。収入及び支出で予算額は異なりますが、予

算減については、道路改良に伴う排水管移設工事の減が主な要因でございます。 

  以上、ご提案を申し上げますが、詳細につきましては、予定されている予算審査特別委員

会のほうで説明をさせていただきます。 

  以上、ご提案を申し上げます。 

○議長（佐々木良一君） 提案理由の説明を終わります。 

  ここで、お諮りをいたします。 

  本案については、議長を除く全議員による予算審査特別委員会を設置し、これに付託して

審査することとしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木良一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案の各会計予算については、議長を除く全議員による予算審査特別委員会

を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

  ここで、正副委員長の選出のため、暫時休憩といたします。 

  特別委員会を開催させていただき、正副委員長の互選をお願いいたします。 

（午前１０時２３分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） 休憩前に引き続き、再開いたします。 

（午前１０時３５分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐々木良一君） ただいま予算審査特別委員会が開会され、正副委員長が決定しまし

たので、ご報告申し上げます。 

  予算審査特別委員会委員長には下道議員、副委員長に立野議員が選出されました。 

  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎散会の宣告 

○議長（佐々木良一君） 本日の本会議は、これをもって散会いたします。 

  なお、引き続いて予算審査特別委員会の開会の準備をお願いいたします。 

（午前１０時３５分） 
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